
JP 2015-176580 A 2015.10.5

10

(57)【要約】
【課題】医用画像処理システムにおける負荷を軽減する
。
【解決手段】医用画像処理装置は、ＤＩＣＯＭデータを
複数取得する取得部と、前記取得部が取得した複数のＤ
ＩＣＯＭデータをシリーズ毎に結合して結合ファイルを
生成する生成部と、前記生成部が生成した結合ファイル
を記憶部に記憶させる登録部と、を備える。また、例え
ば、前記登録部は、前記医用画像処理装置とネットワー
クを介して接続された記憶部に、前記生成部が生成した
結合ファイルを記憶させる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＩＣＯＭデータを複数取得する取得部と、
　前記取得部が取得した複数のＤＩＣＯＭデータをシリーズ毎に結合して結合ファイルを
生成する生成部と、
　前記生成部が生成した結合ファイルを記憶部に記憶させる登録部と、
　を備えることを特徴とする医用画像処理装置。
【請求項２】
　前記登録部は、前記医用画像処理装置とネットワークを介して接続された記憶部に、前
記生成部が生成した結合ファイルを記憶させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の医用画像処理装置。
【請求項３】
　前記生成部が生成する結合ファイルは、付帯情報を格納する付帯情報部と画像データを
格納する画像データ部とを有し、
　前記医用画像処理装置は、
　前記結合ファイルの付帯情報部に、当該結合ファイルの画像データ部に格納された画像
データのうち、撮影対象における基準の位置に対応する画像データを示す基準位置情報を
格納する特定部、
　を備えることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の医用画像処理装置。
【請求項４】
　医用画像表示装置と請求項３に記載の医用画像処理装置とを備える医用画像処理システ
ムであって、
　前記医用画像処理装置は、
　前記医用画像表示装置から取得した画像取得要求に応じて前記記憶部から取得した結合
ファイルを複数のＤＩＣＯＭデータに変換する変換部、
　をさらに備え、
　前記医用画像表示装置は、
　前記医用画像処理装置が変換した複数のＤＩＣＯＭデータを取得する画像取得要求処理
部と、
　前記基準位置情報に基づいて前記画像取得要求処理部が取得した複数ＤＩＣＯＭデータ
の画像データ部に格納された画像データを選択する選択部と、
　前記選択部が選択した画像データが示す画像を表示部に表示させる表示制御部と、
　を備えることを特徴とする医用画像処理システム。
【請求項５】
　付帯情報を格納する付帯情報部と画像データを格納する画像データ部とを有するＤＩＣ
ＯＭデータであって、画像データ部に格納された画像データのうちの撮影対象における基
準の位置に対応する画像データを示す基準位置情報を付帯情報部に格納するＤＩＣＯＭデ
ータを記憶する記憶部から、ＤＩＣＯＭデータを取得する取得部と、
　前記取得部が取得したＤＩＣＯＭデータの付帯情報部に格納された基準位置情報に基づ
いて前記記憶部に記憶されたＤＩＣＯＭデータの画像データ部に格納された画像データを
選択する選択部と、
　前記選択部が選択した画像データが示す画像を表示部に表示させる表示制御部と、
　を備える医用画像表示装置。
【請求項６】
　医用画像処理装置が、ＤＩＣＯＭデータを複数取得する取得過程と、
　医用画像処理装置が、前記取得過程において取得した複数のＤＩＣＯＭデータをシリー
ズ毎に結合して結合ファイルを生成する生成過程と、
　医用画像処理装置が、前記生成過程において生成した結合ファイルを記憶部に記憶させ
る登録過程と、
　を備えることを特徴とする医用画像処理方法。
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【請求項７】
　コンピュータに、
　ＤＩＣＯＭデータを複数取得する取得手順、
　前記取得手順において取得された複数のＤＩＣＯＭデータをシリーズ毎に結合して結合
ファイルを生成する生成手順、
　前記生成手順において生成された結合ファイルを記憶部に記憶させる登録手順、
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医用画像処理装置、医用画像処理システム、医用画像表示装置、医用画像処
理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療従事者により、人体の断層画像（スライス）などの医用画像を非侵襲的に撮影する
ことができるＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉｎｇ）、ＣＴ
（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）、およびＰＥＴ（Ｐｏｓｉｔｒｏｎ　Ｅｍ
ｉｓｓｉｏｎ　Ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）などの画像撮影装置が利用されている。医療従事
者は、これらの画像撮影装置により時間をおいて撮影された同部位の医用画像を見比べる
ことによって、病状の進行や治癒、治療方針を判断することができる。従来、このような
読影のために、医用画像を見やすく表示することが考えられている（例えば、特許文献１
参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５２００６３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来は、医用画像を処理する医用画像処理システムにおける負荷が大き
い場合があった。ＭＲＩ、ＣＴ、およびＰＥＴなどの画像撮影装置は、一度の検査におい
て数百以上の断層画像を撮影することがある。医用画像処理システムは、これら膨大な数
の画像を処理しなくてはならないため、システムにおける負荷が大きい場合があった。
【０００５】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、医用画像処理システムにおける負荷を
軽減する医用画像処理装置、医用画像処理システム、医用画像表示装置、医用画像処理方
法、およびプログラムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の一態様は、ＤＩＣ
ＯＭデータを複数取得する取得部と、前記取得部が取得した複数のＤＩＣＯＭデータをシ
リーズ毎に結合して結合ファイルを生成する生成部と、前記生成部が生成した結合ファイ
ルを記憶部に記憶させる登録部と、を備えることを特徴とする医用画像処理装置である。
【０００７】
　また、本発明の一態様は、上記の医用画像処理装置において、前記登録部は、前記医用
画像処理装置とネットワークを介して接続された記憶部に、前記生成部が生成した結合フ
ァイルを記憶させることを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の一態様は、上記の医用画像処理装置において前記生成部が生成する結合
ファイルは、付帯情報を格納する付帯情報部と画像データを格納する画像データ部とを有
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し、前記医用画像処理装置は、前記結合ファイルの付帯情報部に、当該結合ファイルの画
像データ部に格納された画像データのうち、撮影対象における基準の位置に対応する画像
データを示す基準位置情報を格納する特定部、を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の一態様は、医用画像表示装置と上記の医用画像処理装置とを備える医用
画像処理システムであって、前記医用画像処理装置は、前記医用画像表示装置から取得し
た画像取得要求に応じて前記記憶部から取得した結合ファイルを複数のＤＩＣＯＭデータ
に変換する変換部、をさらに備え、前記医用画像表示装置は、前記医用画像処理装置が変
換した複数のＤＩＣＯＭデータを取得する画像取得要求処理部と、前記基準位置情報に基
づいて前記画像取得要求処理部が取得した複数ＤＩＣＯＭデータの画像データ部に格納さ
れた画像データを選択する選択部と、前記選択部が選択した画像データが示す画像を表示
部に表示させる表示制御部と、を備えることを特徴とする医用画像処理システムである。
【００１０】
　また、本発明の一態様は、付帯情報を格納する付帯情報部と画像データを格納する画像
データ部とを有するＤＩＣＯＭデータであって、画像データ部に格納された画像データの
うちの撮影対象における基準の位置に対応する画像データを示す基準位置情報を付帯情報
部に格納するＤＩＣＯＭデータを記憶する記憶部から、ＤＩＣＯＭデータを取得する取得
部と、前記取得部が取得したＤＩＣＯＭデータの付帯情報部に格納された基準位置情報に
基づいて前記記憶部に記憶されたＤＩＣＯＭデータの画像データ部に格納された画像デー
タを選択する選択部と、前記選択部が選択した画像データが示す画像を表示部に表示させ
る表示制御部と、を備える医用画像表示装置である。
【００１１】
　また、本発明の一態様は、医用画像処理装置が、ＤＩＣＯＭデータを複数取得する取得
過程と、医用画像処理装置が、前記取得過程において取得した複数のＤＩＣＯＭデータを
シリーズ毎に結合して結合ファイルを生成する生成過程と、医用画像処理装置が、前記生
成過程において生成した結合ファイルを記憶部に記憶させる登録過程と、を備えることを
特徴とする医用画像処理方法である。
【００１２】
　また、本発明の一態様は、コンピュータに、ＤＩＣＯＭデータを複数取得する取得手順
、前記取得手順において取得された複数のＤＩＣＯＭデータをシリーズ毎に結合して結合
ファイルを生成する生成手順、前記生成手順において生成された結合ファイルを記憶部に
記憶させる登録手順、を実行させるためのプログラム。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、医用画像処理システムにおける負荷を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係る医用画像処理システムの概略構成の一例を示すブロッ
ク図である。
【図２】一実施形態に係るＤＩＣＯＭデータのデータ形式の一例を示す図である。
【図３】一実施形態に係る結合ファイルのデータ形式の一例を示す図である。
【図４】一実施形態に係る管理情報の一例を示す表である。
【図５】一実施形態に係る医用画像処理装置の概略機能構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図６】一実施形態に係る医用画像表示装置の概略機能構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図７】一実施形態に係る医用画像処理装置による結合ファイルの登録処理の流れの一例
を示すフローチャートである。
【図８】一実施形態に係る医用画像処理装置による基準の位置に対応する画像データの特
定処理の流れの一例を示すフローチャートである。
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【図９】一実施形態に係る基準の位置に対応する画像データの特定処理を説明するための
図である。
【図１０】一実施形態に係る医用画像処理システムによる医用画像の参照処理の流れの一
例を示すフローチャートである。
【図１１】一実施形態に係る医用画像表示装置による医用画像の表示処理の流れの一例を
示すフローチャートである。
【図１２】一実施形態に係る医用画像表示装置による表示の態様の第１例を示す図である
。
【図１３】一実施形態に係る医用画像表示装置による表示の態様の第２例を示す図である
。
【図１４】一実施形態に係る医用画像表示装置の比較対象の表示の態様を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［医用画像処理システムの概略構成］
　以下、図面を参照しながら本発明の一実施形態について説明する。
　図１は、医用画像処理システムＡ１の概略構成の一例を示すブロック図である。
　医用画像処理システムＡ１は、医用画像を表示するためのコンピュータシステムである
。医用画像処理システムＡ１は、医用画像処理装置１と、画像撮影装置２と、管理情報管
理装置３と、結合ファイル管理装置４と、医用画像表示装置５と、を備える。
【００１６】
　医用画像処理装置１と、画像撮影装置２と、管理情報管理装置３と、医用画像表示装置
５とは、例えば、医療施設に設置される。また、医用画像処理装置１と、画像撮影装置２
と、管理情報管理装置３と、医用画像表示装置５とは、ネットワークＮ１を介して通信可
能に接続されている。結合ファイル管理装置４は、例えば、医療施設外に設置される。ま
た、医用画像処理装置１と結合ファイル管理装置４とは、ネットワークＮ２を介して通信
可能に接続されている。
【００１７】
　画像撮影装置２は、医用画像を撮影し、生成する装置であり、例えば、ＭＲＩ、ＣＴ、
およびＰＥＴなどである。本実施形態において、画像撮影装置２は、一例として、ＭＲＩ
である。また、本実施形態において、画像撮影装置２の撮影対象は、一例として、人体の
頭部周辺である。また、本実施形態において、画像撮影装置２は、一例として、頭頂部か
ら顎部の方向に向けて所定のスライス間隔長で連続的に画像を撮影した場合について説明
する。以下では、画像撮影装置２による一回の連続的な撮影処理において生成される複数
の画像をシリーズと称する。すなわち、１つのシリーズには、所定のスライス間隔長で連
続的に撮影された複数の画像が含まれる。検査は、撮影方向や撮影部位、または信号が異
なる複数のシリーズにより構成される場合がある。すなわち、一度の検査で複数のシリー
ズが得られる。画像撮影装置２が生成する医用画像のデータは、医用画像の標準規格であ
るＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　ＣＯｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）規格に準拠している。以下では、ＤＩＣＯＭ規格に準拠した
データをＤＩＣＯＭデータと称する。画像撮影装置２は、生成したＤＩＣＯＭデータを医
用画像処理装置１に送信する。
【００１８】
　図２は、ＤＩＣＯＭデータのデータ形式の一例を示す図である。
　この例において、ＤＩＣＯＭデータは、複数のデータエレメントによって構成され、そ
のうち画像データを含む画像データ部と、患者の個人情報を含む付帯情報部とを有する。
画像データ部には、画像撮影装置２によって撮影された画像の実体を示す画像データが格
納される。付帯情報部には、画像データ部に格納された画像データの付帯情報が格納され
る。付帯情報部が格納する付帯情報は、例えば、撮影対象の患者の識別情報、当該患者の
氏名、検査の識別情報、シリーズの識別情報、シリーズにおける撮影順を表す連続的な番
号、検査における撮影日時、およびスライス間隔長などの情報である。付帯情報部は、Ｄ
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ＩＣＯＭ規格により規定された付帯情報を格納する領域と、格納する情報を任意に定義可
能な領域とを有する。ＭＲＩやＣＴなどの画像撮影装置２は、連続的に複数の画像を撮影
する。撮影された複数の画像には、撮影順に連続的な番号が付与され、当該番号は、ファ
イル名として設定される。従って、ファイル名は、撮影開始点からの撮影部位の相対位置
を示す。同様に、付帯情報部が格納するシリーズにおける撮影順を表す連続的な番号も撮
影開始点からの撮影部位の相対位置を示すが、以下では、画像の撮影位置の特定にはファ
イル名を利用する場合について説明する。
【００１９】
　図１に戻り、説明を続ける。
　医用画像処理装置１は、医用画像について情報処理を行う装置であり、例えば、サーバ
装置である。医用画像処理装置１は、複数のＤＩＣＯＭデータを結合した結合ファイルを
生成する。医用画像処理装置１は、生成した結合ファイル管理装置４に送信し、記憶させ
る。また、医用画像処理装置１は、結合ファイルの記憶位置を示す記憶位置情報と、結合
ファイルの付帯情報とを管理情報管理装置３に送信し、記憶させる。また、医用画像処理
装置１は、医用画像表示装置５から結合ファイルの付帯情報を含む画像取得要求を取得す
ると、当該付帯情報を含む記憶位置情報取得要求を管理情報管理装置３に送信する。医用
画像処理装置１は、記憶位置情報取得要求に応じて管理情報管理装置３から送信された記
憶位置情報を取得し、取得した記憶位置情報を含む結合ファイル取得要求を結合ファイル
管理装置４に送信する。医用画像処理装置１は、結合ファイル取得要求に応じて結合ファ
イル管理装置４から送信された結合ファイルを取得し、取得した結合ファイルを医用画像
表示装置５に送信する。
【００２０】
　図３は、結合ファイルのデータ形式の一例を示す図である。
　結合ファイルは、複数のＤＩＣＯＭデータを結合したファイルである。本実施形態にお
いて、結合ファイルは、一例として、複数のデータエレメントによって構成され、そのう
ち、複数の画像データを格納する画像データ部と、付帯情報部とを有する。結合ファイル
の画像データ部には、結合前の複数のＤＩＣＯＭデータの画像データ部に格納されていた
画像データが格納される。結合ファイルの付帯情報部には、結合ファイルの画像データ部
に格納された画像データの付帯情報が格納される。また、結合ファイルの付帯情報部には
、画像データ部に格納された複数の画像データのうち、撮影対象における基準の位置に対
応する画像データを示す基準位置情報が格納される。本実施形態において、撮影対象にお
ける基準の位置とは、一例として、頭頂部である。そして、基準位置情報が示す画像デー
タは、頭頂部を撮影した画像の画像データである。
【００２１】
　管理情報管理装置３は、ＤＩＣＯＭデータの管理情報を管理する装置であり、例えば、
サーバ装置である。管理情報管理装置３は、医用画像処理装置１から取得した付帯情報と
記憶位置情報とを対応付けた管理情報を記憶する管理情報記憶部を備える。また、管理情
報管理装置３は、医用画像処理装置１から結合ファイルの記憶位置情報取得要求を取得す
ると、自装置が記憶する管理情報を参照し、記憶位置情報取得要求が含む付帯情報に対応
付けられている記憶位置情報を送信する。
【００２２】
　図４は、管理情報の一例を示す表である。
　管理情報は、シーケンス番号、患者を特定する識別情報である患者ＩＤ（以降、何かを
特定する識別情報をＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）と記載する）、患者氏名、検
査ＩＤ、シリーズＩＤ、撮影日付、およびファイルパスの各値を有する。シーケンス番号
は、管理情報の識別情報を示す。また、シーケンス番号は、例えば、管理情報管理装置３
が管理情報各々に対して付与する番号である。患者ＩＤは、撮影対象の患者を識別するた
めの識別情報を示す。患者氏名は、撮影対象の患者の氏名を示す。検査ＩＤは、検査の識
別情報を示す。シリーズＩＤは、シリーズの識別情報を示す。撮影日付は、撮影が行われ
た日付を示す。ファイルパスは、結合ファイルの記憶位置情報を示す。
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【００２３】
　図４に示される例において、管理情報記憶部は、複数の管理情報を記憶する。行Ｌ１に
示される管理情報において、シーケンス番号の値は「００１」である。また、患者ＩＤの
値は「０００１」である。また、患者氏名の値は「Ｄａｔａ　Ｔａｒｏｕ」である。また
、検査ＩＤの値は「００１」である。また、シリーズＩＤは「００００１」である。また
、撮影日付は「２０１４／０２／０１」である。また、ファイルパスは「／ｈｏｍｅ／ｄ
ａｔａ／００００１」である。従って、行Ｌ１に示される管理情報は、「２０１４／０２
／０１」に、患者ＩＤ「０００１」によって識別される患者「Ｄａｔａ　Ｔａｒｏｕ」に
対して行われた、検査ＩＤが「００１」である検査のうちシリーズＩＤが「００００１」
であるシリーズにおいて取得された複数のＤＩＣＯＭデータの結合ファイルが、結合ファ
イル管理装置４のフォルダ「／ｈｏｍｅ／ｄａｔａ／」に格納されており、当該結合ファ
イルのファイル名が「００００１」であることを示す。
【００２４】
　また、行Ｌ２に示される管理情報において、シーケンス番号の値は「００２」である。
また、患者ＩＤの値は「０００１」である。また、患者氏名の値は「Ｄａｔａ　Ｔａｒｏ
ｕ」である。また、検査ＩＤの値は「００１」である。また、シリーズＩＤは「００００
２」である。また、撮影日付は「２０１４／０２／０１」である。また、ファイルパスは
「／ｈｏｍｅ／ｄａｔａ／００００２」である。従って、行Ｌ２に示される管理情報は、
「２０１４／０２／０１」に、患者ＩＤ「０００１」によって識別される患者「Ｄａｔａ
　Ｔａｒｏｕ」に対して行われた、検査ＩＤが「００１」である検査のうちシリーズＩＤ
が「００００２」であるシリーズにおいて取得された複数のＤＩＣＯＭデータを結合した
結合ファイルが、結合ファイル管理装置４のフォルダ「／ｈｏｍｅ／ｄａｔａ／」に格納
されており、当該結合ファイルのファイル名が「００００２」であることを示す。
【００２５】
　図１に戻り、説明を続ける。
　結合ファイル管理装置４は、結合ファイルを管理する装置であり、例えば、複数のサー
バ装置である。結合ファイル管理装置４は、例えば、医用画像処理装置１から取得した結
合ファイルを冗長化して自装置が備える結合ファイル記憶部に記憶する分散ストレージで
ある。また、結合ファイル管理装置４は、医用画像処理装置１から結合ファイル取得要求
を取得すると、取得した結合ファイル取得要求が含む記憶位置情報に基づいて、結合ファ
イル記憶部から結合ファイルを取得し、医用画像処理装置１に送信する。
【００２６】
　医用画像表示装置５は、医用画像を表示し、医療従事者による読影を支援する装置であ
る。医用画像表示装置５は、例えば、パーソナルコンピュータまたはタブレットなどのコ
ンピュータ装置である。医用画像表示装置５は、自装置のユーザからの入力を受け付ける
。医用画像表示装置５は、例えば、ユーザから医用画像の表示要求を受け付けた場合、画
像取得要求を医用画像処理装置１に送信し、結合ファイルを取得する。医用画像表示装置
５は、その表示部に、取得した結合ファイルの画像データ部に格納された画像データが示
す画像を表示する。
【００２７】
　ネットワークＮ１は、例えば、医療施設内の機器を接続するＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒ
ｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）によって構成される情報通信ネットワークである。
　また、ネットワークＮ２は、例えば、携帯電話網、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎ
ｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）網、ＶＰＮ（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）網、専用通信回線網、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｌ
ＡＮ、ＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ；公衆交換電話網）などによって構成される情報通信ネットワークであり、または、こ
れらの組み合わせである。
【００２８】
　［医用画像処理装置の概略構成］
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　図５は、医用画像処理装置１の概略機能構成の一例を示すブロック図である。
　医用画像処理装置１は、第１通信部１１１と、第２通信部１１２と、記憶部１２と、登
録処理部１３と、転送処理部１４と、を備える。また、医用画像処理装置１は、ＣＰＵ（
Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）や記憶装置を備える。
　第１通信部１１１は、通信用インターフェイスを備え、ネットワークＮ１と接続する。
　第２通信部１１２は、通信用インターフェイスを備え、ネットワークＮ２と接続する。
【００２９】
　記憶部１２は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）、フラッシュメモ
リ、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａ
ｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒy）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、またはＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などを備え、ファ
ームウェアやアプリケーションプログラムなど、医用画像処理装置１が備えるＣＰＵが実
行するための各種プログラムやＣＰＵが実行した処理の結果などを記憶する。記憶部１２
は、例えば、医用画像処理装置１の備えるＣＰＵが記憶部１２に記憶されているプログラ
ムを実行することによって機能する。
【００３０】
　登録処理部１３は、画像撮影装置２が撮影したＤＩＣＯＭデータの登録処理を行う。登
録処理部１３は、取得部１３１と、生成部１３２と、特定部１３３と、登録部１３４と、
を備える。
　取得部１３１は、第１通信部１１１を介して、画像撮影装置２からＤＩＣＯＭデータを
取得する。このとき、取得部１３１は、例えば、１回の検査で撮影された複数シリーズの
ＤＩＣＯＭデータや、１つのシリーズにおいて撮影された同一シリーズの複数のＤＩＣＯ
Ｍデータを取得する。取得部１３１は、取得したＤＩＣＯＭデータを生成部１３２に出力
する。
【００３１】
　生成部１３２は、取得部１３１からＤＩＣＯＭデータを取得する。生成部１３２は、取
得した複数のＤＩＣＯＭデータから結合ファイルを生成する。具体的には、生成部１３２
は、例えば、取得した複数のＤＩＣＯＭデータの付帯情報部が格納するシリーズの識別情
報を参照し、シリーズの識別情報が同一である複数のＤＩＣＯＭデータの画像データ部と
付帯情報部とを分離する。生成部１３２は、複数のＤＩＣＯＭデータの画像データ部に格
納される画像データを、ファイル名の番号順に、結合ファイルの画像データ部に格納する
。このように、画像データ部における画像データの格納位置は、当該画像データの画像が
シリーズにおいて撮影された順序に対応する。
【００３２】
　また、生成部１３２は、例えば、結合される複数のＤＩＣＯＭデータのうち、任意の付
帯情報部を選択し、結合ファイルの付帯情報部とする。本実施形態において、結合される
複数のＤＩＣＯＭデータは１つのシリーズにおいて取得されるものであるため、撮影対象
の患者の識別情報やスライス間隔長などの付帯情報は共通する値が多い。すなわち、結合
される複数のＤＩＣＯＭデータの付帯情報部に格納される付帯情報は、共通する値が多い
ため、上述のようにして集約可能である。なお、選択部５５２は、結合される複数のＤＩ
ＣＯＭデータが異なる付帯情報を格納する場合、そのいずれかを選択し、結合ファイルの
付帯情報部に格納してよい。生成部１３２は、生成した結合ファイルを特定部１３３に出
力する。このように、医用画像処理装置１は、付帯情報を集約した結合ファイルを生成す
るため、ファイルサイズを小さくし、医用画像処理システムＡ１における負荷を軽減する
ことができる。
【００３３】
　特定部１３３は、生成部１３２から結合ファイルを取得する。特定部１３３は、取得し
た結合ファイルの画像データ部に格納された複数の画像データに対して、基準の位置に対
応する画像データの特定処理を行う。この特定処理において、特定部１３３は、例えば、
画像差分解析により頭頂部を撮影した画像の画像データを選択する。特定部１３３は、選
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択した画像データの画像データ部における格納位置を示す基準位置情報を付帯情報の一部
として、結合ファイルの付帯情報部に格納する。基準位置情報は、付帯情報部のうち、任
意の情報を格納可能な領域に格納される。特定部１３３は、基準位置情報を登録した結合
ファイルを登録部１３４に出力する。
【００３４】
　登録部１３４は、特定部１３３から結合ファイルを取得する。登録部１３４は、取得し
た結合ファイルを、第２通信部１１２を介して結合ファイル管理装置４に送信し、記憶さ
せる。登録部１３４は、結合ファイル管理装置４における結合ファイルの記憶位置を示す
記憶位置情報と、付帯情報部に格納された付帯情報とを対応付けた管理情報を、第１通信
部１１１を介して管理情報管理装置３に送信し、記憶させる。このとき、登録部１３４は
、付帯情報部に格納された付帯情報の一部を記憶位置情報と対応付けてよい。
【００３５】
　転送処理部１４は、医用画像表示装置５からの画像取得要求に応じて、結合ファイル管
理装置４から結合ファイルを取得し、医用画像表示装置５に転送する転送処理を行う。転
送処理部１４は、付帯情報取得部１４１と、転送部１４２とを備える。
　付帯情報取得部１４１は、医用画像表示装置５から付帯情報を含む画像取得要求を取得
すると、当該付帯情報を含む記憶位置情報取得要求を、第１通信部１１１を介して、管理
情報管理装置３に送信する。付帯情報取得部１４１は、記憶位置情報取得要求に応じて送
信された記憶位置情報を取得すると、取得した記憶位置情報を転送部１４２に出力する。
【００３６】
　転送部１４２は、付帯情報取得部１４１から記憶位置情報を取得すると、当該取得した
記憶位置情報を含む結合ファイル取得要求を、第２通信部１１２を介して、結合ファイル
管理装置４に送信する。転送部１４２は、結合ファイル取得要求に応じて送信された結合
ファイルを取得すると、取得した結合ファイルを、第１通信部１１１を介して医用画像表
示装置５に送信する。
【００３７】
　［医用画像表示装置の概略構成］
　図６は、医用画像表示装置５の概略機能構成の一例を示すブロック図である。
　医用画像表示装置５は、通信部５１と、記憶部５２と、表示部５３と、入力部５４と、
画像取得要求処理部５５１と、選択部５５２と、表示制御部５５３と、を備える。また、
医用画像表示装置５は、ＣＰＵや記憶装置を備える。
【００３８】
　通信部５１は、通信用インターフェイスを備え、ネットワークＮ１と接続する。
　記憶部５２は、例えば、ＨＤＤ、フラッシュメモリ、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ、またはＲ
ＡＭなどを備え、ファームウェアやアプリケーションプログラムなど、医用画像表示装置
５が備えるＣＰＵが実行するための各種プログラムやＣＰＵが実行した処理の結果などを
記憶する。画像取得要求処理部５５１、選択部５５２、および表示制御部５５３は、例え
ば、医用画像表示装置５の備えるＣＰＵが記憶部５２に記憶されているプログラムを実行
することによって機能する。
【００３９】
　また、記憶部５２は、第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１と、第２結合ファイル
キャッシュ記憶部５２２を備える。
　第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１と、第２結合ファイルキャッシュ記憶部５２
２とは、それぞれ、表示部５３に表示するための結合ファイルのデータを記憶する。
　表示部５３は、結合ファイルの画像データ部に格納された画像データが示す画像を表示
する。本実施形態において、表示部５３は、一例として、２つの結合ファイルを取得し、
各結合ファイルの画像データ部に格納された画像データのうちの１つが示す画像を、それ
ぞれ、並べて表示する。表示部５３は、例えば、液晶ディスプレイや有機ＥＬ（Ｅｌｅｃ
ｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイなどの表示装置を備える。
【００４０】
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　入力部５４は、医用画像表示装置５のユーザから入力を受け付ける。入力部５４は、例
えば、マウス、キーボード、またはタッチパネルなどの入力装置を備える。入力部５４が
受け付ける操作の内容は、例えば、表示部５３が備える表示装置にＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉ
ｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）により表示される。入力部５４が受け付ける入
力は、例えば、表示部５３に表示させる医用画像を特定するための当該画像の付帯情報で
ある。この場合、入力部５４は、例えば、患者ＩＤ、患者氏名、検査ＩＤ、シリーズＩＤ
、および撮影日付などの付帯情報の入力を受け付け、受け付けた付帯情報を画像取得要求
処理部５５１に出力する。
【００４１】
　また、入力部５４が受け付ける入力は、例えば、表示部５３に表示されている２つの医
用画像のうちのいずれかを、異なる位置を撮影した医用画像に変更するための操作情報で
ある。この場合、入力部５４は、例えば、変更後の医用画像を特定する情報を操作情報と
して受け付け、受け付けた操作情報を選択部５５２に出力する。ここで、操作情報は、例
えば、表示の変更を指示された結合ファイルを示す指示情報と、変更後の画像データの結
合ファイル内における格納位置を示す格納位置情報とを含む。
【００４２】
　画像取得要求処理部５５１は、入力部５４から付帯情報を取得すると、取得した付帯情
報を含む画像取得要求を、通信部５１を介して、医用画像処理装置１に送信する。画像取
得要求処理部５５１は、画像取得要求に応じて送信された結合ファイルを取得すると、取
得した結合ファイルを第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１または第２結合ファイル
キャッシュ記憶部５２２に記憶させる。画像取得要求処理部５５１は、入力部５４から取
得した付帯情報に基づいて、例えば、同一人物を撮影対象とした同一検査の同一シリーズ
の画像であって、異なる日付に撮影された画像を示す２つの結合ファイルを取得し、取得
した２つの結合ファイルを、それぞれ、第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１と第２
結合ファイルキャッシュ記憶部５２２とに記憶させる。また、画像取得要求処理部５５１
は、新規に取得した結合ファイルの記憶先である第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２
１または第２結合ファイルキャッシュ記憶部５２２を示す新規取得通知を選択部５５２に
通知する。
【００４３】
　選択部５５２は、画像取得要求処理部５５１から取得した通知と、入力部５４から取得
した操作情報とに応じた処理を行う。選択部５５２は、画像取得要求処理部５５１から新
規取得通知を取得すると、取得した新規取得通知が示す記憶先に記憶されている結合ファ
イルの付帯情報部に格納されている基準位置情報を参照する。選択部５５２は、参照した
基準位置情報が示す画像データを取得し、表示制御部５５３に出力する。
【００４４】
　また、選択部５５２は、入力部５４から操作情報を取得すると、取得した操作情報が含
む指示情報に基づいて、第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１または第２結合ファイ
ルキャッシュ記憶部５２２が記憶する結合ファイルのいずれかを参照し、結合ファイルの
画像データ部に格納されている画像データのうち格納位置情報が示す画像データを表示制
御部５５３に出力する。
【００４５】
　また、選択部５５２は、取得した操作情報が含む指示情報に基づいて、第１結合ファイ
ルキャッシュ記憶部５２１または第２結合ファイルキャッシュ記憶部５２２が記憶する結
合ファイルのいずれかを参照し、結合ファイルの付帯情報部に格納されている基準位置情
報と、スライス間隔長とを取得する。選択部５５２は、操作情報が含む格納位置情報、取
得した基準位置情報、および取得したスライス間隔長に基づいて、指示情報が示す画像デ
ータの撮影対象における位置と、基準位置情報が示す画像データの撮影対象における位置
との距離を算出し、当該距離を示す距離情報を取得する。選択部５５２は、第１結合ファ
イルキャッシュ記憶部５２１または第２結合ファイルキャッシュ記憶部５２２が記憶する
結合ファイルのうちの指示情報が示していない結合ファイルを参照し、当該結合ファイル
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の付帯情報部に格納されている基準位置情報とスライス間隔長とを取得する。選択部５５
２は、取得したスライス間隔長に基づいて、基準位置情報が示す画像データの撮影対象に
おける位置からの距離が距離情報が示す距離に相当する画像を示す画像データを特定する
。選択部５５２は、特定した画像データを表示制御部５５３に出力する。
【００４６】
　表示制御部５５３は、第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１と第２結合ファイルキ
ャッシュ記憶部５２２とに記憶されている２つの結合ファイルの画像データ部に格納され
ている画像データを、それぞれ選択部５５２から取得する。表示制御部５５３は、取得し
た２つの画像データを並べて配置した表示画像の画像データを生成する。表示制御部５５
３は、表示部５３を制御して、生成した画像データを表示部５３に表示させる。
【００４７】
　［医用画像処理システムの動作］
　図７は、医用画像処理装置１による結合ファイルの登録処理の流れの一例を示すフロー
チャートである。
　まず、医用画像処理装置１は、画像撮影装置２から複数のＤＩＣＯＭデータを取得する
（ステップＳ１０１）。次に、医用画像処理装置１は、結合するＤＩＣＯＭデータを選択
する（ステップＳ１０２）。医用画像処理装置１は、例えば、ステップＳ１０１において
取得した複数のＤＩＣＯＭデータの付帯情報部に格納されているシリーズの識別情報を参
照し、取得した複数のＤＩＣＯＭデータのうち同一のシリーズの識別情報を有するＤＩＣ
ＯＭデータを選択する。次に、医用画像処理装置１は、選択したＤＩＣＯＭデータから結
合ファイルを生成する（ステップＳ１０３）。次に、医用画像処理装置１は、生成した結
合ファイルの付帯情報部から抽出した付帯情報を管理情報管理装置３に送信する（ステッ
プＳ１０４）。
【００４８】
　次に、医用画像処理装置１は、基準の位置に対応する画像データの特定処理を行う（ス
テップＳ１０５）。次に、医用画像処理装置１は、結合ファイルを記憶させる位置を示す
記憶位置情報を生成する（ステップＳ１０６）。次に、医用画像処理装置１は、生成した
記憶位置情報を管理情報管理装置３に送信する（ステップＳ１０７）。次に、医用画像処
理装置１は、結合ファイルを結合ファイル管理装置４に送信し（ステップＳ１０８）、生
成した記憶位置御情報が示す記憶位置に記憶させる。そして、医用画像処理装置１は、処
理を終了する。
【００４９】
　図８は、医用画像処理装置１による基準の位置に対応する画像データの特定処理の流れ
の一例を示すフローチャートである。
　まず、医用画像処理装置１は、結合ファイルの画像データ部に格納した画像データを取
得する（ステップＳ２０１）。医用画像処理装置１は、この例の処理の開始時において、
例えば、結合ファイルの画像データ部に最初に格納した画像データを取得する。次に、医
用画像処理装置１は、取得した画像データの画素各々の画素値を取得する（ステップＳ２
０２）。
【００５０】
　次に、医用画像処理装置１は、画像データ全体の画素の画素値から最低値を取得し、当
該最低値により画像データの画素各々の画素値を補正する（ステップＳ２０３）。より具
体的には、医用画像処理装置１は、例えば、画像データの画素各々の画素値から最低値を
減算することにより画素値を補正する。次に、医用画像処理装置１は、画像データが示す
画像の中央付近に位置する３点の画素の画素値合計値を算出する（ステップＳ２０４）。
ここで、中央付近の３点の画素は、基準の位置である頭頂部の像が写る範囲であれば任意
に選択されてよい。次に、医用画像処理装置１は、前の画像データが存在し、画素値合計
値を算出しているか否かを判定する（ステップＳ２０５）。前の画像データが存在してい
ない場合（ステップＳ２０５；ＮＯ）、医用画像処理装置１は、次の画像データを取得し
（ステップＳ２０６）、ステップＳ２０２に処理を進める。また、前の画像データが存在
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する場合（ステップＳ２０５；ＹＥＳ）、医用画像処理装置１は、前の画像データの画素
値合計値と現在の画像データとの画素値合計値の差分を算出する（ステップＳ２０７）。
【００５１】
　次に、医用画像処理装置１は、次の画像データが存在するか否かを判定する（ステップ
Ｓ２０８）。次の画像データが存在していない場合（ステップＳ２０７；ＮＯ）、医用画
像処理装置１は、ステップＳ２０６に処理を進める。また、次の画像データが存在する場
合（ステップＳ２０７；ＹＥＳ）、医用画像処理装置１は、ステップＳ２０７の処理によ
り、これまでに算出された画素値合計値の差分を比較する。次に、医用画像処理装置１は
、所定の閾値よりも大きな差分を示す最初の画像データの格納位置を示す情報を基準位置
情報として、結合ファイルの付帯情報部に格納する（ステップＳ２０９）。そして、医用
画像処理装置１は、処理を終了する。
【００５２】
　図９は、基準の位置に対応する画像データの特定処理を説明するための図である。
　図９の下部の軸は、スライス方向を示す。この例において、スライス方向は、撮影対象
の頭頂部から顎部への方向を示す。図９の下段は、画像撮影装置２によって撮影される医
用画像の例を示す。図９の上段は、ヒストグラムを示す。各ヒストグラムは、それぞれ、
その直下に示される画像のヒストグラムである。ヒストグラムの横軸は、画像の横方向の
座標を示す。ヒストグラムの縦軸は、横方向の座標が等しい画素群の画素値の総和を示す
。ヒストグラムの横軸に平行な破線は、閾値を示す。
【００５３】
　図９に示される例において、３つの画像は、左から右にかけて、頭部上方、頭頂部近傍
、および頭部中央近傍の断面画像を示す。また、３つの画像は、１つの結合ファイルに含
まれる画像データが示す画像であり、１つのシリーズの画像である。左に示す頭部上方を
撮影した画像には、撮影対象の人体が含まれていないため、画像全域の画素の画素値が低
い。そのため、図８のステップＳ２０４の処理において算出される中央付近に位置する３
点の画素の画素値合計値は、小さくなる。
【００５４】
　これに対し、中央に示す画像には、画像の中央付近に頭頂部の断面が撮影されている。
このとき、図８のステップＳ２０４の処理において算出される中央付近に位置する３点の
画素の画素値合計値は、大きくなる。また、同様に、右に示す画像には、画像の中央付近
に頭部中央近傍の断面が撮影されている。このとき、図８のステップＳ２０４の処理にお
いて算出される中央付近に位置する３点の画素の画素値合計値は、大きくなる。
【００５５】
　このように、図９に示される例において、頭部上方を撮影した画像と頭頂部を撮影した
画像とでは、画素値が急激に変化している。その結果、例えば、これら３つの画像が連続
画像であるとした場合、図８のステップＳ２０７の処理において算出される差分は、左に
示す画像の画像データと中央に示す画像の画像データとの間において大きくなる。従って
、図８に示すような１つのシリーズにおける複数の画像に対して、順に画像差分解析を行
うことにより、医用画像処理装置１は、１つのシリーズにおいて、基準の位置の一例であ
る頭頂部を撮影した画像を適切に特定することができる。
【００５６】
　図１０は、医用画像処理システムＡ１による医用画像の参照処理の流れの一例を示すフ
ローチャートである。
　まず、医用画像表示装置５は、ユーザからの入力を受け付け、表示する結合ファイルの
付帯情報を取得する（ステップＳ３０１）。次に、医用画像表示装置５は、取得した付帯
情報を含む画像取得要求を医用画像処理装置１に送信する（ステップＳ３０２）。次に、
医用画像処理装置１は、医用画像表示装置５から画像取得要求を取得し、画像取得要求が
含む付帯情報を含む記憶位置情報取得要求を管理情報管理装置３に送信する（ステップＳ
３０３）。次に、管理情報管理装置３は、自装置が記憶する管理情報を参照し、記憶位置
情報取得要求が含む付帯情報に対応付けられている記憶位置情報を医用画像処理装置１に
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送信する（ステップＳ３０４）。
【００５７】
　次に、医用画像処理装置１は、管理情報管理装置３から記憶位置情報を取得し、取得し
た記憶位置情報を含む結合ファイル取得要求を結合ファイル管理装置４に送信する（ステ
ップＳ３０５）。次に、結合ファイル管理装置４は、医用画像処理装置１から取得した結
合ファイル取得要求が含む記憶位置情報に基づいて、自装置が記憶する結合ファイルを読
み出し、医用画像処理装置１に送信する（ステップＳ３０６）。次に、医用画像処理装置
１は、結合ファイル管理装置４から結合ファイルを取得し、取得した結合ファイルを医用
画像表示装置５に送信する（ステップＳ３０７）。次に、医用画像処理システムＡ１は、
医用画像処理装置１から取得した結合ファイルの付帯情報部から基準位置情報を抽出し、
基準位置情報が示す画像データを特定する（ステップＳ３０８）。そして、医用画像表示
装置５は、特定した画像データが示す画像を表示し（ステップＳ３０９）、処理を終了す
る。
【００５８】
　図１１は、医用画像表示装置５による医用画像の表示処理の流れの一例を示すフローチ
ャートである。
　以下の処理は、第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１に記憶された結合ファイルの
画像データの１つが示す画像と、第２結合ファイルキャッシュ記憶部５２２に記憶された
結合ファイルの画像データの１つが示す画像とを並べて表示する場合の処理の流れの一例
を示す。また、２つの画像は、その撮影対象における位置が、それぞれ揃うように選択さ
れる。以下に示す例において、第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１および第２結合
ファイルキャッシュ記憶部５２２にそれぞれ記憶されている結合ファイルの付帯情報部に
格納されているスライス間隔長は、異なっていてもよい。
【００５９】
　まず、医用画像表示装置５は、ユーザからの入力を受け付け、操作情報を取得する（ス
テップＳ４０１）。次に、医用画像表示装置５は、操作情報の指示情報に基づいて、指定
された画像を示す結合ファイルの画像データを特定する。医用画像表示装置５は、特定し
た結合ファイルの画像データが示す第１の画像を表示する（ステップＳ４０２）。次に、
医用画像表示装置５は、ステップＳ４０２の処理において表示した第１の画像の撮影対象
における位置と基準位置情報が示す画像データの画像の撮影対象における位置との実距離
を算出する（ステップＳ４０３）。例えば、医用画像表示装置５は、基準位置情報が示す
画像データの画像から第１の画像までの画像の数にスライス間隔長を乗算することにより
、実距離を算出する。
【００６０】
　次に、医用画像表示装置５は、算出した実距離に基づいて、他方の結合ファイルの画像
データのうち、表示する画像の画像データを特定する（ステップＳ４０４）。例えば、医
用画像表示装置５は、実距離を他方の結合ファイルの付帯情報部に記憶されたスライス間
隔長で除算した商を算出する。医用画像表示装置５は、基準位置情報が示す画像データか
ら数えて、商の値の順番の画像データを特定する。なお、他方の結合ファイルとは、例え
ば、第１結合ファイルキャッシュ記憶部５２１または第２結合ファイルキャッシュ記憶部
５２２に記憶される結合ファイルのうち、ステップＳ４０１の処理において、操作情報の
指示情報が示していない結合ファイルのことである。次に、医用画像表示装置５は、ステ
ップＳ４０４の処理において特定された画像データが示す第２の画像を表示し（ステップ
Ｓ４０５）、処理を終了する。
【００６１】
　［表示態様］
　図１２は、医用画像表示装置５による表示の態様の第１例を示す図である。
　この表示態様の第１例は、医用画像表示装置５がユーザによる付帯情報の入力を受け付
け、受け付けた付帯情報に基づいて取得した結合ファイルを表示するときの表示態様を示
す。この一例において、医用画像表示装置５の表示部５３は、２つの医用画像を表示して



(14) JP 2015-176580 A 2015.10.5

10

20

30

40

50

いる。当該２つの医用画像は、それぞれ、同一人物の頭頂部の断層画像を示す。また、当
該２つの医用画像は、別の日に撮影された画像である。左の画像は、「２０１３／ｘｘ／
ｘｘ」に撮影された過去の検査のものである。また、右の画像は、「２０１４／ｘｘ／ｘ
ｘ」に撮影された本日の検査のものである。このように、医用画像表示装置５は、医用画
像処理装置１から結合ファイルを取得すると、取得した結合ファイルの付帯情報部に格納
されている基準位置情報が示す画像データに基づいて頭頂部の画像を表示する。
【００６２】
　図１３は、医用画像表示装置５による表示の態様の第２例を示す図である。
　この表示態様の第２例は、医用画像表示装置５がユーザによる操作情報の入力を受け付
け、受け付けた操作情報に基づいて、表示する画像を変更した場合の表示態様の一例であ
る。表示態様の第２例において、２つの医用画像は、それぞれ、頭部の中央近傍を撮影し
た画像である。
【００６３】
　表示態様の第２例は、例えば、図１２に示される表示態様の第１例において、操作情報
が入力された場合に表示される。例えば、表示態様の第１例において、ユーザは、左の画
像を選択し、スクロール操作を行うことにより、異なる位置を撮影した画像を表示するた
めの操作情報を入力する。このとき、左の画像は表示態様の第２例の画像に変更される。
また、医用画像表示装置５は、表示態様の第１例において左に示す基準の位置の頭頂部の
画像と、表示態様の第２例において左に示す頭部中央近傍の画像との実距離を算出する。
そして、医用画像表示装置５は、表示態様の第１例の右に示す基準の位置の頭頂部から、
算出した実距離程度離れた頭部中央領域の画像を右に表示する。このように、医用画像表
示装置５は、例えば、異なる日に撮影された複数の医用画像を、その撮影対象における位
置を揃え、並べて表示することができる。
【００６４】
　図１４は、医用画像表示装置５の比較対象による表示の態様の一例を示す図である。
　医用画像表示装置５の比較対象の表示態様の一例は、医用画像表示装置５と同様に２つ
の医用画像を並べて表示する。しかしながら、医用画像表示装置５の比較対象は、２つの
画像の撮影対象における位置を揃えて表示する機能を備えない。そのため、図１３を用い
て説明したように、表示態様の第１例において、ユーザが左の画像を選択し、スクロール
操作を行った場合、医用画像表示装置５の比較対象は、左の画像は変更するが、右の画像
は変更しない。従って、医用画像表示装置５の比較対象のユーザは、２つの画像を比較す
る場合、それぞれの画像を自分の手により変更しなくてはならない。
【００６５】
　従来、腫瘍や認知症などの診断において、ＭＲＩやＣＴ、ＰＥＴなどの画像撮影装置が
利用されてきた。これらの画像撮影装置が撮影する画像に基づく診断において、医療従事
者は、病状の経過を診るために、撮影日時の異なる複数の画像を比較することが多い。撮
影日時の異なる複数の画像を比較する場合、医用画像表示装置は、体の同じ位置を撮影し
た画像を連携して表示することが望ましい。
【００６６】
　また、ＭＲＩやＣＴ、ＰＥＴなどの画像撮影装置は、連続して断層画像を撮影するため
、検査の度に大量の画像が撮影される。また、医用画像は、その管理において高い信頼性
が要求される。そのため、画像撮影装置が撮影した画像のデータは、高い信頼性を安価に
確保するため医療施設外部の大容量記憶装置に記憶される場合がある。しかしながら、従
来は、画像データを画像毎に管理していたため、システムにおける負荷が大きい場合があ
った。例えば、医療従事者による読影において、医用画像表示装置は、検査に係る一連の
画像を読み出す。この場合、画像データ各々の取得要求や応答などがネットワークを介し
て発生し、システムにおける負荷が大きくなる場合があった。
【００６７】
　これに対して、本実施形態に係る医用画像処理装置１は、複数のＤＩＣＯＭデータをシ
リーズ毎に結合して結合ファイルを生成する生成部を備える。これにより、医用画像処理
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装置１は、結合ファイル単位でデータの取得要求や応答などを行うことができるため、通
信の頻度を低減し、医用画像処理システムＡ１における負荷を軽減することができる。
【００６８】
　また、医用画像処理装置１は、ネットワークを介して接続された結合ファイル管理装置
４に結合ファイルを記憶させる。これにより、医用画像処理装置１は、結合ファイルの信
頼性を安価に確保することができ、医用画像処理システムＡ１における負荷を軽減するこ
ともできる。
　また、医用画像表示装置５は、結合ファイルの付帯情報部に格納された基準位置情報に
基づいて表示する画像データを選択する選択部を備える。これにより、医用画像表示装置
５は、例えば、異なる日時に撮影された複数の医用画像であっても、その撮影対象におけ
る位置を揃えて表示することができる。また、基準位置情報を結合ファイルの付帯情報部
に格納するため、基準位置情報を別のデータとして管理する必要がない。これにより、医
用画像処理システムＡ１は、複数の医用画像を見やすく表示することができるとともに、
システムにおける負荷を軽減することができる。
【００６９】
　なお、医用画像処理装置１が生成する結合ファイルは、上述した形式でなくてもよい。
例えば、結合ファイルは、複数のＤＩＣＯＭデータをｚｉｐ形式やｔａｒ形式でまとめる
ことにより結合したものであってもよい。また、結合されるＤＩＣＯＭデータは、シリー
ズ毎でなくてもよい。例えば、医用画像処理装置１は、同一シリーズの複数のＤＩＣＯＭ
データや同一検査のＤＩＣＯＭデータなどを結合してよい。また、例えば、医用画像処理
装置１は、異なる装置により取得されたＤＩＣＯＭデータを結合してよい。また、例えば
、医用画像処理装置１は、上述した画像撮影装置２以外の装置により取得されたＤＩＣＯ
Ｍデータを結合してよい。医用画像処理装置１は、例えば、超音波診断装置やＣＲ（Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｄ　Ｒａｄｉｏｇｒａｐｈｙ）により取得されたＤＩＣＯＭデータを結合して
よい。
【００７０】
　なお、撮影対象における基準の位置とは、頭頂部でなくてもよい。撮影対象における基
準の位置は、例えば、画像処理により特定可能な体の位置であり、側頭部や臓器の上端や
下端などであってもよい。また、撮影対象における基準の位置は、複数であってもよい。
その場合、医用画像表示装置５は、複数の基準の位置に基づいて、表示する医用画像の撮
影対象における位置を揃えてもよい。例えば、医用画像表示装置５は、頭頂部と顎部の下
端とを基準の位置とし、当該２つの基準の位置間において撮影された写真の枚数に基づい
てスライス間隔長を算出する。そして、医用画像表示装置５は、算出したスライス間隔長
に基づいて、撮影対象における位置を揃えてもよい。また、医用画像処理装置１は、例え
ば、結合ファイルを生成するときに、人体が撮影されていないＤＩＣＯＭデータを破棄し
てよい。
【００７１】
　なお、医用画像表示装置５は、取得した結合ファイルを結合する前のデータ形式に変換
する変換部を備え、変換後のＤＩＣＯＭデータを表示させてもよい。変換部は、例えば、
結合ファイルの画像データ部に格納された画像データ各々に結合ファイルの付帯情報部を
付与し、それぞれを１つのＤＩＣＯＭデータとしてよい。そして、例えば、基準位置情報
は、基準の位置に対応する画像データを格納するＤＩＣＯＭデータの付帯情報部に格納さ
れ、当該画像データが基準の位置に対応することを示すものであってもよい。
【００７２】
　なお、医用画像処理装置１は、転送部１４２の代わりに、取得した結合ファイルをその
まま医用画像表示装置５に送信するのではなく、結合ファイルを複数のＤＩＣＯＭデータ
に変換して複数のＤＩＣＯＭデータを第１通信部１１１を介して医用画像表示装置５に送
信する変換部を備えることとしてもよい。変換部は、例えば、結合ファイルの画像データ
部が格納する各画像データに対して、結合ファイルの付帯情報部が格納する付帯情報を対
応付けることにより複数のＤＩＣＯＭデータを生成する。また、変換部は、画像データ部
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が格納する画像データの並び順に応じて、変換後の複数のＤＩＣＯＭデータのファイル名
を連番で付与することとしてもよい。結合ファイルを分離しても撮影順が保証されるよう
にする変換部の動作の他の例としては、例えば、変換部が結合ファイルを付帯情報部と複
数の画像データ部に分離し、分離した画像データ部毎に付帯情報を付与し、ＤＩＣＯＭデ
ータを生成する際、結合ファイルの画像データ部の並び順に予め定めた規則に従ってファ
イル名を付与する方法や付帯情報部に画像データの並び順を示す連続的な番号を付与する
方法がある。
【００７３】
　医用画像表示装置５は、画像取得要求に応じて結合ファイルから変換された複数のＤＩ
ＣＯＭデータ（ＤＩＣＯＭデータ一式）を受け取る場合、結合ファイルの代わりに結合フ
ァイルから変換されたＤＩＣＯＭデータ一式を扱うこととしてもよい。この場合、選択部
５５２は、ＤＩＣＯＭデータ一式を構成するＤＩＣＯＭデータの付帯情報部に格納されて
いる基準位置情報とスライス間隔長とを取得して画像データを特定することとしてよい。
【００７４】
　なお、医用画像処理システムＡ１による各処理は、上述した順序に実行されなくてもよ
い。例えば、医用画像処理装置１は、基準の位置に対応する画像データの特定処理を実行
した後に結合ファイルの生成処理を実行してもよい。
　なお、基準の位置に対応する画像データの特定処理は、上述した通りでなくてもよい。
例えば、画像差分解析に用いる画素の数は３点でなくてよく、２点や４点以上の複数であ
ってよく、画像全体の画素であってもよい。また、例えば、医用画像処理装置１は、画像
データに対してパターンマッチングを行い、基準の位置に対応する画像データを特定して
もよい。
【００７５】
　なお、医用画像表示装置５による表示の態様は、上述した通りでなくてもよい。例えば
、医用画像表示装置５は、１つの医用画像を表示してもよいし、３つ以上の医用画像を連
携させて表示させてもよい。また、医用画像表示装置５が連携させて表示する医用画像は
日付以外が異なる画像であってもよい。医用画像表示装置５は、例えば、別人の医用画像
を並べて表示してもよい。
　なお、上述した各装置の機能は、一体の装置として実現されてよい。例えば、医用画像
処理装置１と医用画像表示装置５とは、一体の装置であってもよい。また、例えば、医用
画像処理装置１が、管理情報記憶部や結合ファイル記憶部を備えてもよい。
【００７６】
　なお、上述した各実施形態における医用画像処理装置１および医用画像表示装置５の一
部、例えば、登録処理部１３、転送処理部１４、画像取得要求処理部５５１、選択部５５
２、および表示制御部５５３などをコンピュータで実現するようにしてもよい。その場合
、この機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録し
て、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行す
ることによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、医用
画像処理装置１または医用画像表示装置５に内蔵されたコンピュータシステムであって、
ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や周辺機器等のハードウェアを含むものとす
る。
【００７７】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサ
ーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間
プログラムを保持しているものも含んでもよい。また上記プログラムは、前述した機能の
一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステム
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【００７８】
　また、上述した実施形態における医用画像処理装置１および医用画像表示装置５の一部
、または全部を、ＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等の集積
回路として実現してもよい。医用画像処理装置１および医用画像表示装置５の各機能部は
個別にプロセッサ化してもよいし、一部、または全部を集積してプロセッサ化してもよい
。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専用回路、または汎用プロセッサで実現して
もよい。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩに代替する集積回路化の技術が出現した場
合、当該技術による集積回路を用いてもよい。
【００７９】
　以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な
構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様
々な設計変更等をすることが可能である。
【符号の説明】
【００８０】
Ａ１…医用画像処理システム、１…医用画像処理装置、１１１…第１通信部、１１２…第
２通信部、１２…記憶部、１３…登録処理部、１３１…取得部、１３２…生成部、１３３
…特定部、１３４…登録部、１４…転送処理部、１４１…付帯情報取得部、１４２…転送
部、２…画像撮影装置、３…管理情報管理装置、４…結合ファイル管理装置、５…医用画
像表示装置、５１…通信部、５２…記憶部、５２１…第１結合ファイルキャッシュ記憶部
、５２２…第２結合ファイルキャッシュ記憶部、５３…表示部、５４…入力部、５５１…
画像取得要求処理部、５５２…選択部、５５３…表示制御部、Ｎ１、Ｎ２…ネットワーク
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